
 

  

市立図書館では、子どもたちがより多くの本に出会うことができるよう図書館の本を 

市内の学校に貸出しています。 

平成２８年４月から始めた短期の団体貸出も定着してきています。 

今回は、団体貸出を上手に利用していただくために、団体貸出の種類とそれぞれの特徴 

をお伝えします。 

茨木市立図書館 
令和 2年 2月号（第 3号） 

Q．団体貸出の種類は？  

 

A． 

 

1 長期貸出 

（中央図書館地下の書庫から貸出） 

・長期貸出には以下の 2 種類があります。 

  ①通常の長期貸出 

  ②調べ学習のための長期貸出 

 

①通常の長期貸出（中央図書館書庫で選んで貸出） 

・多くの本から直接選んでいただけます。 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

・１週間前までに来館日時を予約してください。 

・貸出は 3 か月、300 冊まで可能です。 

 

長期貸出と短期貸出があります。  

 

②調べ学習のための長期貸出（FAX で申込） 
 
・「借りる資料がきまっている」「テーマや主

題に合わせた図書を希望する」場合にご利用

いただけます。 
 
依頼票の様式は茨木市立図書館 HP にあります。 

http://www.lib.ibaraki.osaka.jp/?page_id=214 
 

・貸出はおおむね２か月 

 借りる資料が決まっている場合は最大５０冊

テーマや主題に合わせた図書を希望する場合

は２０冊まで可能です。 

・物流便を利用される場合は 10 日前までにお

申し込みください。 
 

＊長期貸出は物流システムを利用いただけます。 

＊原則１タイトル１冊の貸出です。 

 

2 短期貸出（閲覧室から選んで貸出） 

・新しい本を借りていただけます。新しい情報

が必要な場合は短期貸出がおすすめです。 

  

  

 

 

 

閲覧室には週に１回新しい本が入ります。 
 
新しい「国旗」や「仕事」の本の他、中央書庫には
少ない「大型絵本」などを借りる場合は閲覧室から
選ぶ短期貸出がおすすめです。 

 

中央・中条・水尾・庄栄・穂積図書館の閲覧室
で借りていただけます。 
 

・返却は借りられた館にお返しください。 

・貸出は１か月、20 冊まで可能です。 

閲覧室より多くの種類の本があります。 

各館閲覧室の児童書の所蔵冊数は約３～４

万冊ですが、中央図書館の書庫には約１５万

冊あります。 

 

中央図書館の書庫には、知識の本なら「動物」「植物」

「昆虫」など多種類有り、「コアジサシの親子」など

珍しい鳥の本もあります。 

絵本なら人気のあるテーマ「クリスマス」は 100 冊

以上、「鬼」は 50 冊以上あります。 

 
  



【お問い合わせ】 

中央図書館 畑田町１－５１    電話：627-4129 FAX：627-7936 

中条図書館 東中条町２－１３   電話：622-2476 FAX：622-2488 

水尾図書館 水尾３丁目３－１８  電話：637-4416 FAX：637-4419 

庄栄図書館 庄２丁目２６－12  電話：620-1171 FAX：620-0066 

穂積図書館 松ヶ本町８－３０イオンモール茨木内   電話：620-1056 FAX：627-6302 
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編集：穂積図書館 令和２年２月発行 茨木市立図書館       

    

 

  小学１年生の学校図書館オリエンテーションの読み聞かせにも利用できる絵本です。 

  ＊いこうよがっこうとしょかんシリーズ（少年写真新聞社）全３冊＊ 

『みんなまってるよ』 
 １年生にもわかるように学校図書館のことが紹介されています。 

『本の声を聞きました』 
   図書館の利用方法や図書館の本が困ることを本自身が語っています。 

『としょかん町のバス』 
日本十進分類法(ＮＤＣ)について書かれています。 

バスに乗って１丁目の心の働きがわかる地区から２丁目の地理・歴史地区と、NDC順に訪ねてい

きます。 

小 1 

こんな本がありますよ 

 

小学校    19 校 

中学校     3 校 

貸出冊数  1,254 冊 

（内 大人の本 126 冊） 

１校の最高貸出冊数は 

       263 冊 

 

               

263satu 

 

平成３０年度の団体貸出の実績は？ 

 

 

 

団体貸出あれこれ 

 

申し訳ありません。 

延長できません。 

 

 

引継ぎした団体貸出表ファイルが過去の

貸出リストでいっぱいです。必要ですか？ 

 貸出期間の延長はできますか？ 

 

返却していただいた本の貸出リストは、適

宜別のファイルで保存、または処分してい

ただいて結構です。 

 

Q．団体貸出を利用するには？ 

 

 

 

 

茨木市内の小・中学校には平成 28 年に 

茨木市立図書館から団体貸出説明書の 

「新しくなった団体貸出の概要」と一緒に 

『団体貸出表ファイル』・『団体貸出許可証』 

をお渡ししています。 

 

団体貸出の詳しい内容は、「団体貸出の概要」、

図書館 HP の「学校支援のページ」の「団体貸

出のご案内」でご確認ください。

http://www.lib.ibaraki.osaka.jp/?page_id=195 

             

A． 団体貸出表ファイルと 

団体貸出許可証をご用意ください。 
 

団体貸出では、調べ学習用の本だけでなく、 

学校図書館での購入の見本として紙芝居や、 

読み聞かせ用の絵本、知識の本・読み物（大人の

本も含む）もお借りいただけます。 
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